
官民連携テーマ設定型 募集内容 

 

  委託型 連携型 

テーマ けやき広場を活用するためのイベントやコミュニティデザインを図る取組みについて 

テーマ内

容の概要 

世田谷区では、2017年に策定した「馬事公苑界わい

まちの魅力向上構想」において、東京 2020大会を契機

としたまちの魅力向上を掲げています。馬事公苑の北側

にあるけやき広場は世田谷区道ですが、昭和 61年に歩

行者の利用を大幅に優先させ、事実上「広場」として活

用できるように整備されました。現在は、けやきが育ち、

四季おりおりの変化が楽しめる散歩道として、地域住民

から親しまれる空間に成長しました。その一方で、整備

当時期待されていた区民の方々の企画によるいろいろ

なイベントの場として活用されることについては、検討

が進まないまま 35年が経過している状況です。 

 

〇これまでの取組み 

平成３０年度にけやき広場を訪れた方に対し、「けやき広場でやってみたいこと」など

のアンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度にはこれらの結果をもとにした実証実験を行い、けやき広場の活用を模索

しながら、興味や関心を持ってくれた地域住民の方などと一緒に、検討を進めてまいり

ました。こうして立ち上がった検討団体を母体として、令和２年度から地域団体や大学

とも連携し、「馬事公苑界わいコミュニティデザインプロジェクト（愛称：bajico）」と

して改めてスタートしています。けやき広場を単なるイベント広場として活用を考える

のではなく、けやき広場を軸に、地域のコミュニティが形成される魅力的な空間となる

よう、地域のプレーヤーと一緒に考え、実証実験をしながら進めています。 

 

○募集対象事業 

けやき広場の空間を活用した、新たなまちづくりの手法につながる、官民連携の提案・

アイデア及び実証実験における連携事業者を募集します。 
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※ 「馬事公苑界わいコミュニティデザインプロジェクト（bajico）」の一環として、実

施していただきます。 

※ 本件は、様々な団体や事業者の協力を想定しています。事業の実施にあたっては、

できる限り他の協力者と共に実施できるよう調整していただきます。 

※ 道路管理者や交通管理者等関係機関との調整が必要なものについては、世田谷区都

市デザイン課が同席します。 

 

○対象施設 

・名称：けやき広場（道路） 

・場所：世田谷区上用賀２丁目３・４番地先 

・規模： 面積 4.455㎡ 

      幅員 32.6ｍ～37.7ｍ 延長 121.2ｍ 

     ※中央部に一マス 80cm角のチェス盤あり       

 

希望する

募集内容 

○官民連携の提案及び連携事業者の募集 

※ テーマ及び下記の取組みの目的に関する官民連携の提案・アイデア及び連携事業者

の両者を募集します。 

※ 連携事業者とは、法人（業種・業態は問いません）、団体、個人事業者を対象としま

す。 

 

取組みの目的 

「人と人とのつながり 心の豊かさの再確認」 

けやき広場のコミュニティデザインを通して、子どもの遊びの乏しさや独居老人の孤

立といった既存の地域課題の解決を図り、また新型コロナウィルス感染症により変化し

た社会で、住民が健やかに暮らし、働くための地域コミュニティのあり方を見出してい

くことを目指します。また、発災時には共助ネットワークとして地域コミュニティが機

能していくことも目的とします。 

 

○想定する提案の例（写真は過去に実施したイベントの様子） 

 

 

 

 

 

 

 

・ ベンチやテーブルの設置、人工芝の設置など人の滞留を生むような取組み 
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・ コーヒーの提供、リユース本の提供など周辺住民の心を豊かにする取組み 

・ チェス盤を利用したチェスゲームの実施など、文化的な活動 

・ マルシェなど人が集い会話をする場が生まれることで地域コミュニティの形成に

働きかける取組み 

 上記にとらわれず、新しいアイデアや既存の取組みをさらに発展させるような提案を

求めます。 

実施予定

時期 

令和４年度 

７月１８日(月・祝) bajicoの夜市 開催 

１０月１０日(月・祝) 秋のスポーツイベント開催 

１２月１６日(金) クリスマスイベント開催 

令和５年度以降 

未定 

※上記時期以外の予定は未定ですが、提案内容によっては、上記日程以外においても実

施の可否を検討いたします。なお、新型コロナウィルス感染症の状況によっては、中止

となる場合がございます。 

本区の予

算措置 
原則として、予算措置は行いません。 

区から提

供できる

メリット 

社名等の掲出により、連携企業、団体等の事業ＰＲ、広報の機会として活用して頂け

ます。また、地域貢献、社会貢献による企業のイメージアップが期待できます。 

備考 

ご提案いただいた内容については、「希望する募集内容」に沿った提案内容であっても、

道路占用許可基準等関係法令や近隣との関係から実現できない場合があります。 

また、内容により道路使用料が発生する場合があります。 

持続可能な活動のため、出店のご案内(出店規約)を策定しました。 

問合せ先 
世田谷区都市整備政策部都市デザイン課 

ＴＥＬ ０３－６４３２－７１５１ 

 


